
定 款 

 

第1章 総 則 

 

(名称) 

第1条 当法人は、一般社団法人育ちとつながりの家ちとせと称する。 

 

(目的) 

第2条 当法人は地域の豊か資源や生活文化を最大限に取り入れたまなび舎の運営を中心

とした様々なコミュニティー活動をすることで、地域の発展と子どもたちに新しい

教育の選択肢を提供することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 

 

1．まなび舎の運営 

2．体験型プログラム、ツーリズムの企画及び実施、コンサルティング 

3．展示空間のデザイン企画、制作並びにコンサルティング 

4．各種イベントの企画、制作、運営、管理、コンサルティング 

5. 国内外の一流芸術家の招聘と交流事業 

6. 芸術及び教育に対しての基金支援並びに育成事業 

7. 古民家生活体験 

8．山野草,薬草普及活動 

9．自然農法、原種栽培保存活動 

10．国際交流事業・ホームステイ事業 

11．各種出版物の企画制作、デザイン、編集並びに販売 

12．地域資源を活かした物品の企画、デザイン、販売及びコンサルティング 

13．地域観光資源保存事業 

14．インターネットコンテンツの企画、制作、運営 

15．デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信、販売 

16．販売促進の企画、販売促進用各種物品の制作 

17．各種商品の WEB を用いた通信販売 

18．食料品、農産物、清涼飲料水、書籍、衣料及び日用雑貨品の販売 

19．外国文書の翻訳、通訳派遣業務 

20．人材の育成及び研修事業 

21．食品の加工と販売業 

22．前各号に付帯する一切の業務 

 



(主たる事務所の所在地) 

第3条 当法人は、主たる事務所を京都府亀岡市に置く。 

(公告方法) 

第 4 条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行 

う。 

第 2 章 社 員 

(入社) 

第 5 条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 

2 当法人の社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得なければ

ならない。 

 

(退社) 

第 6 条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、退社の申出は、1 か月以上前に

予告するものとするが、やむ得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。 

 

(社員の資格喪失) 

第 7 条 社員は次に掲げる事由に該当する場合にはその資格を喪失する。 

1 総社員の同意 

2 成年被後見人または被保佐人になったとき 

3 死亡または社員である団体の解散 

4 除名 

 

(除名) 

第 8 条 社員の除名については、当法人の社員が法人の名誉を毀損し、または当法人の目的

に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議によ

り除名することができる。この場合は、除名した社員にその旨を通知することを要する。 

 

(社員名簿) 

第 9 条 当法人は、社員の氏名または名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の

主たる事務所に備え置くものとする。 

2 当法人の社員に対する通知または催告は、社員名簿に記載した住所または社員が当法人

に通知した居所にあてて行うものとする。 

 

第 3 章 社員総会 

(社員総会の決議事項) 

第 10 条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」と



いう)に規定する事項、法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項に

ついて決議することができる。 

(招集) 

第 11 条 

1 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から 2 カ月以内に招集し、臨時社員総

会は、必要に応じて招集する。 

2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代

表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順

位により他の理事がこれを招集する。 

3 社員総会を招集するには、会日より 1 週間前までに、各社員に対して招集通知を発する

ものとする。 

4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法に

よる議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。 

 

(議長) 

第 12 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が事故若しくは支

障があるときは、あらかじめ代表理事の定めた順位により、顧問または、他の理事がこれに

代わるものとする。 

 

(決議の方法) 

第 13 条 

1 社員総会の決議は、一般法人法第 49 条第 2 項に規定する事項または定款に別段の定めが

ある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決

権の過半数をもって行う。 

2 各社員は、各 1 個の議決権を有する。 

 

(社員総会の決議の省略) 

第 14 条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事または社員から提案があった場合

において、その提案に社員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をした

ときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

 

(議決権の代理行使) 

第 15 条 社員またはその法定代理人は、当法人の社員または親族を代理人として、議決権

を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提

出しなければならない。 

 



(社員総会議事錄) 

第 16 条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長

及び出席理事が署名または記名押印して 10 年間当法人の主たる事務所に備え置くものとす

る。 

2 第 14 条の場合も、前項の議事録を作成する。 

 

第 4 章 役 員 

(理事の員数) 

第 17 条 当法人には、理事 5 名以内を置く。 

 

(理事の資格) 

第 18 条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総

社員の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。 

 

(理事の任期) 

第 19 条 理事の任期は、選任後 2 年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の

時までとする。 

2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期

間と同一とする。 

3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 

 

(代表理事の選任) 

第 20 条理事の中から代表理事 1 名を選定する。 

 

(代表理事の任期) 

第 21 条 代表理事の任期は、選任後 2 年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終

結の時までとする。 

2 任期満了前に退任した代表理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残

存期間と同一とする。 

 

(顧問の設置) 

第 22 条 当法人は、顧問を置く。 

 

(顧問の資格) 

第 23 条 理事の中から顧問 1 名を選定する。 

 



(顧問の役割) 

第 24 条 当法人の運営に関して助言を行い運営の補助をする。 

(顧問の任期) 

第 25 条顧問の任期は、選任後 2 年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時

までとする。 

2 任期満了前に退任した顧問の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間

と同一とする。 

 

(報酬等) 

第 26 条理事、代表理事及び顧問の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受

け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。 

 

第 5 章 基 金 

(基金の募集) 

第 27 条当法人は、社員または第三者に対し、一般法人法第 131 条に規定する基金の拠出に

関する募集をすることができる。 

 

(基金の取扱い) 

第 28 条基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いにつ

いては、理事が決定するものとする。 

 

(基金の拠出者の権利) 

第 29 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。 

 

(基金の返還の手続) 

第 30 条 基金拠出者に対する基金の返還は定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第 

141 条に規定する限度額の範囲で行うものとする。 

 

第 6 章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第 31 条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。 

 

(解散の事由) 

第 32 条 当法人は、社員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

(残余財産の帰属) 



第 33 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条 17 号に掲げる法人又は国若し

くは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第 7 章 計 算 

(事業年度) 

第 34 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

 

第 8 章 附 則 

(最初の事業年度) 

第 35 条 

当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。 

 

(設立時社員の氏名) 

第 36 条 設立時社員の氏名は次のとおりである。 

石田千穂 

村上千代 

松田真美 

中島愛子 

浅山裕紀 

 

(設立時理事などの氏名) 

第 37 条 当法人の設立時理事、設立時代表理事、及び設立時顧問の氏名は次のとおりであ

る。 

設立時理事 

石田千穂 

村上千代 

松田真美 

中島愛子 

浅山裕紀 

設立時代表理事 

石田千穂 

設立時顧問 

村上千代 

 

 



 

 

(定款に定めのない事項) 

第 38 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定める上一般社団

法人育ちとつながりの家ちとせを設立するため、この定款を作立時社員がこれに記名押印

をする。 

平成 29 年 5 月 25 日 

設立時社員 石田千穂 

設立時社員 村上 千代 

設立時社員 松田 真美 

設立時社員 中島 愛子 

設立時社員 浅山裕紀 

 


